
納品書（控）

控

印

①発注依頼

②物品購買システム
（A-SOM）に入力(注3)

A先生

教員等
（発注者）

Bさん（事務補佐員）

代理者 ③発注

受注者

現物

D研究室

記録

共有

１．【物品（基本パターン）】検収センターを通る場合

検収方法

１．受領者は，発注履歴，納品書（正）及び納品された現物により検収を行
うとともに，据え付け調整等の設置作業を伴う納品の場合は，設置後の現場
において検収を行う。

２．検収を行った者が，納品書（正）に検収した日，所属部署名及び検収印
（サイン可）を記入する。

発注履歴 現物納品書（正）

印

正

印

印

⑧納品書(正)を検収セン
ターへ提出しトランク
チェックを受ける。

C先生

受領者
（検収者）

印

⑦検収

検収センター(注1)

⑤検収

印

現物 納品書（正，副，研究室控）

正 副 控

印 印 印

④検収センターへ

納品書（正，研究室控）

控
正

印
印

(注1)：納品先によって検収場所が異なります。
〇文教地区：文教検収センター
〇坂本地区：坂本検収センター
〇片淵地区：片淵検収センター
〇病院(注2) ：病院経理調達課
(注2)：財務部経理調達課で支払処理するものを除く。

⑥納品

契約担当部署

納品書（正）

正

印

印

納品書（副）

副

発注データ
（財務会計システム）

印

発注データと納品書（正）
を突合する。

納品書の正と副を突合する。

納品書（正）

正

印

印

納品書（副）

副

印

納品書（正）

正

印

印

2026/5/15 一部修正（⑧）

⑨物品購買システム
（A-SOM）へ検収入力

(注３)：A-SOMを通じて
発注しない場合は、発注
後、速やかにA-SOMへ記
録入力を行う。
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納品書（控）

控

②物品購買システム
（A-SOM）に入力(注3)

Bさん（事務補佐員）

③発注

受注者

⑥第三者検収

印

D研究室

記録

共有

２．【物品（例外）】検収センターを通らない場合（時間外，直送等）

第三者

検収方法

１．受領者は，発注履歴，納品書（正）及び納品された現物により検収を行うとともに，据え付け調整等の設置作業
を伴う納品の場合は，設置後の現場において検収を行う。

２．検収を行った者が，納品書（正）に検収した日，検収を行った者の所属部署名及び検収印（サイン可）を記入する。

発注履歴 現物納品書（正）

印 正

印

印

３．物品等を検収した発注者等又は発注者等が所属する研究室等の他の職員は，当該物品について第三者検収を行わせ
るものとする。

⑧納品書(正)を提出

１．第三者検収を行う者は，納品書（正）及び納品された現物により検収を
行うとともに，据え付け調整等の設置作業を伴う納品の場合は，設置後の現
場において検収を行う。
２．検収を行った者が，納品書（正）に検収した日，検収を行った者の所属
部署名及び検収印（サイン可）を記入する。

C先生

受領者
（検収者）

印

⑤検収

発注データと納品書（正）
を突合する。

契約担当部署

納品書（正）

正

印

印

発注データ
（財務会計システム）

①発注依頼

A先生

教員等
（発注者）

代理者

⑦物品購買システム
（A-SOM）へ検収入力

現物

納品書（正，研究室控）

控
正

④納品

(注３)：A-SOMを通じて
発注しない場合は、発注
後、速やかにA-SOMへ記
録入力を行う。
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第三者とは次のいずれか
■ 発注者との間に利害関係を有しない他の研究室等の者
■ 発注者が所属する部局等の事務部の職員
■ 契約担当部署の職員



完了通知書（控）

控

②物品購買システム
（A-SOM）に入力(注3)

③発注

受注者

C先生

受領者
（検収者）

印

⑥第三者検収

印

D研究室

３．【役務】

第三者

検収方法

１．受領者は，発注履歴，完了通知書（正）及び客観的に履行内容を確認できるもの（成果報告
書又は作業報告書等）により検収を行う。（成果物で検収可能であれば成果物での検収可）

２．検収を行った受領者が，完了通知書（正）に検収した日，受領者の所属部署名及び検収印
（サイン可）を記入する。

発注履歴 完了通知書（正）

印

正

印

印

３．物品等を検収した発注者等又は発注者等が所属する研究室等の他の職員は，当該物品につい
て第三者検収を行わせるものとする。

⑧完了通知書(正)を提出
⑤検収

客観的に履行内容を確認できるもの
（成果報告書又は作業報告書等）

成果物OR

⑨専門的知識を有する部署
による検収

※ただし，データベース・プログラム・
デジタルコンテンツ開発・作成等の特殊
な役務の場合のみ。

１．第三者検収を行う者は，完了通知書（正）及び客観的に履行内容を
確認できるもの（成果報告書又は作業報告書等）により検収を行う。
（成果物で検収可能であれば成果物での検収可）
２．検収を行った者が，完了通知書（正）に検収した日，検収を行った者の
所属部署名及び検収印（サイン可）を記入する。

第三者とは次のいずれか
■発注者との間に利害関係を有しない他の研究室等の者
■発注者が所属する部局等の事務部の職員
■契約担当部署の職員

①発注依頼

A先生

教員等
（発注者）

Bさん（事務補佐員）

記録

共有

代理者

契約担当部署

完了通知書（正）

正印

印

発注データ
（財務会計システム）

発注データと納品書（正）
を突合する。

④契約の履行

⑦物品購買システム
（A-SOM）で検収入力

控
正

完了通知書（正，研究室控）
客観的に履行内容を確認できるもの
（成果報告書又は作業報告書等）

(注３)：A-SOMを通じて
発注しない場合は、発注
後、速やかにA-SOMへ記
録入力を行う。
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